
⼥性活躍推進法が改正されました！

⼀般事業主⾏動計画の 策定・届出義務の対象が、

常時雇⽤労働者101 ⼈以上 の事業主まで拡⼤されます！

主 催 ： 静岡労働局 ・ 静岡県

女性活躍推進法に基づく

一般事業主行動計画策定

セミナー ＆相談会 の御案内

⽇時・会場

２月18日（火）

静岡県教育会館 Ｃ会議室
（所在地：静岡市葵区駿府町1-12）

２月４日（火） 13:30～16:30

清水テルサ ⼤会議室
（所在地：静岡市清⽔区島崎町223）

静岡

２月12日（水）

静岡県藤枝総合庁舎 第２会議室
（所在地：藤枝市瀬⼾新屋362-1）

１月27日（月） 13:30～16:30

プラザおおるり ⼤会議室
（所在地：島⽥市中央町5-1）

志太

２月19日（水）

静岡県富士総合庁舎 301会議室
（所在地：富⼠市本市場441-1）

２月７日（金） 13:30～16:30

ふじさんめっせ 会議室
（所在地：富⼠市柳島189-8）

富⼠

浜松

袋井

沼津

地区 ⾏動計画策定セミナー＆ミニ相談会 個別相談会

２月14日（金） 13:30～16:30

プラサヴェルデ 301・302会議室
（所在地：沼津市⼤⼿町1-1-4）

３月６日（金）

プラサヴェルデ 403会議室
（所在地：沼津市⼤⼿町1-1-4）

１月29日（水） 13:30～16:30

袋井市総合センター ４階⼤会議室
（所在地：袋井市新屋１丁⽬2-1 市役所南隣）

２月17日（月）

袋井市総合センター ３階A会議室
（所在地：袋井市新屋１丁⽬2-1 市役所南隣）

１月１６日（木） 13:30～16:30

可美公園総合センター ホール
（所在地：浜松市南区増楽町920-2）

２月６日（木）

静岡県浜松総合庁舎 702会議室
（所在地：浜松市中区中央１丁⽬12-1）

※セミナー内容等の詳細は、裏⾯を確認ください。
※個別相談会のみの参加はできません。

個別相談を希望される場合は、必ず策定⽀援セミナーに参加してください。

○⼥性活躍推進法の⼀部改正（令和元年６⽉５⽇公布）
⼀般事業主⾏動計画の策定・届出義務及び⾃社の⼥性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常⽤雇⽤する労働者が
３０１⼈以上から１０１⼈以上の事業主に拡⼤されます。
公布⽇から３年以内に施⾏され、対象企業は施⾏⽇までに⼀般事業主⾏動計画を策定し、静岡労働局へ届出が必要です。

参加費

無 料

法改正の概要、事業主⾏動計画の策定⼿順・留意点など、詳しく解説します！！

常⽤雇⽤労働者101⼈以上300⼈以下の企業 ⼈事労務担当者様へ



静岡県 経済産業部就業⽀援局 労働雇⽤政策課
〒420-8601 静岡市葵区追⼿町9-6

電話番号 054-221-2334 FAX番号 054-271-1979
E-mail   roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp

電話番号

〒
所在地

（部署名）

（担当者）
担当者

FAX⼜はメール

企業名

□ 沼津(3/6) □ 富⼠(2/19) □ 静岡(２/18)

□ 藤枝(2/12) □ 袋井(2/17) □ 浜松(2/6)

希望時間 ※上記①〜⑤の希望時間の番号をご記⼊ください。

第⼀希望（ ） 第⼆希望（ ） 第三希望（ ）

個別相談会

（1社当たり50分間）

□ 沼津（2/14）□ 富⼠（2/7） □ 静岡（2/４）

□ 島⽥（1/27）□ 袋井（1/29) □ 浜松（1/16）

ミニ個別相談 ※時間は先着順に割り振ります。時間の指定はできません。

□ 希望あり □ 希望なし

策定⽀援セミナー
＆

ミニ個別相談
（1社当たり15分間）

⼥性活躍⾏動計画策定セミナー・個別相談会 FAX 054-271-1979

(1)⾏動計画策定⽀援セミナー
13:10〜 受付開始
13:30〜15:00 ⾏動計画策定セミナー

・⼥性活躍推進法⼀部改正の概要
・⼥性活躍の現状、法改正の背景
・⾏動計画の策定⼿順、留意点
・活⽤できる県事業等の紹介 ほか

15:10〜16:30 ミニ個別相談会
※1社当たり15分間〔事前予約〕

①15:10〜 ③15:50〜
②15:30〜 ④16:10〜

内 容

(2)個別相談会
社会保険労務⼠による個別相談会

※1社当たり50分間〔事前予約〕

①10:00〜11:00
②11:00〜12:00
③13:00〜14:00
④14:00〜15:00
⑤15:00〜16:00

Web申込はこちら↓
問い合わせ・申込先


